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第６章 施策の展開 
国は「第４期教育振興基本計画(R5～9)」の基本施策、県は「第４次岐阜県教育振興 

基本計画（R6～10）」の主な取組。 

【基本目標１】 「豊かな人間性」の育成 

施策１ 豊かな心の育成 

施策の方針 

 コロナ禍における体験活動や対面交流の減少により、本来、学びの

中で育まれる対人関係を構築する力やコミュニケーション能力の低

下がみられました。自他ともに存在（いのち）を大切にし、多様な人

とつながり、関わる力などを育む取組を推進します。 

■実施項目

①よりよく生きる人格の形成を目指す道徳教育の推進 県 

・児童生徒が道徳的な課題を自分ごととして受け止め、広い視野から考え、自分の生

き方について考えを深めることができるよう｢特別の教科 道徳」の時間の充実を図ります。

・保護者や地域との連携を深め、地域ぐるみの道徳教育を充実します。

②いじめの未然防止と問題行動への対応の徹底 国 

・「輪之内町いじめ防止対策のための基本方針」に基づき、いじめ問題の未然防止や

早期解決に努め、安心できる学校環境、雰囲気づくりを推進します。

③問題行動・不登校児童生徒への支援の推進 国 

・児童生徒の悩みや生活上の困難さの軽減に向けた相談体制の充実を図ります。

・不登校の兆候がある児童生徒の居場所として、フレンドスペース（校内外教育支援

センター）の整備など多様な学びの場を確保するとともに、学校に来られなくても

オンライン等で授業や支援ができるよう環境の整備に努めます。

④体験活動・交流活動の充実 国 

・生活・文化体験活動、自然体験活動、社会体験活動の場を児童生徒に提供し、社会

で求められる仲間とのコミュニケーション能力や自己表現力の向上を図り、自己肯

定感や自己有用感(※)を育みます。

⑤子どもの意見表明、主権者教育の推進 国 

・学校や教室が児童生徒にとって多様な意見を出し合い、他の意見を尊重し、認め合

える場となるよう、自分ごととして行動できる主権者教育を推進します。

■指標

指   標 現状値(R6) 目標値(R11) 

自分にはよいところがあると思う

児童生徒の割合 

小学校 57.4％ 

中学校 41.9％ 

小学校 70％（県目標90％） 

中学校 70％（県目標90％） 

自己有用感とは 

・自分の属する集団の中で、自分がどれだけ大切な存在であるかということを自分自身

で認識すること。 
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【基本目標1】 「豊かな人間性」の育成 

施策４ 家庭や地域と学校との連携 重点施策 

施策の方針 

 町内全校に導入されたコミュニティ・スクールと、学校を核とした

地域づくりをめざす地域学校協働活動の一体的な取組をより一層推

進し、家庭や地域と学校が連携・協働し、社会全体で子どもの学びを

支援します。 

■実施項目

①コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進 国 

・コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)が目指す地域とともにある学校づく

りと地域学校協働活動が目指す学校を核とした地域づくりを一体的に推進します。

【コミュニティ・スクール設置状況】 

学校名 設置年度 学校運営協議会指定期間 

福束小学校 平成 31年度 令和 7年 4月 1日 ～ 令和 10年 3月 31日 

仁木小学校 平成 31年度 令和 7年 4月 1日 ～ 令和 10年 3月 31日 

大藪小学校 平成 30年度 令和 6年 4月 1日 ～ 令和 9年 3月 31日 

輪之内中学校 平成 31年度 令和 7年 4月 1日 ～ 令和 10年 3月 31日 

・地域学校協働活動本部を設置し、「見守ろう、伝えよう、つながろう」を合い言葉

に、登下校の見守り活動や学校内外における地域ふれあい活動を推進します。

②家庭教育支援の充実 国 

・子どもの発達段階に応じた家庭教育に関する学習機会の提供や、家庭の役割の重要

性を啓発するなど、家庭教育の充実に努めます。

③部活動の地域連携や地域クラブ活動の支援 国 

・地域の指導者、生徒の保護者等の参画や協力を得ながら、部活動を地域の活動とし

て実施できる環境を整え、スポーツクラブ、文化芸術団体等の活動を支援します。

④ＮＰＯ・企業・地域団体等の連携・協働 国 

・子ども会やＰＴＡ活動への支援、ＮＰＯ法人や企業、地域活動団体等との連携・

協働に取り組み、地域の産業や文化、環境など様々な分野の教育を推進します。

■指標

指   標 現状値(R6) 目標値(R11) 

地域と連携して実施

する行事の実施数 

福束小校区 2回 

(ふれあいラジオ体操、校区文化祭) 

仁木小校区  2回 

(ふれあいラジオ体操、米づくり活動) 

大藪小校区  2回 

(ふれあい運動会、校区ふれあい活動) 

各学校年３回以上 

・ふれあいラジオ体操

・校区文化活動

・小学校運動会等
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【基本目標2】 「未来を創る確かな学力と実践力」の育成 

施策６ 教育ＤＸの推進 重点施策 

施策の方針 

 ＩＣＴの活用により、児童生徒の学力向上に資する教育方法はもと

より、学校運営や教育行政に至るまで、よりよい教育の在り方に向け

た一体的変革として、教育ＤＸ(デジタルトランスフォーメーション)

に取り組みます。さらに、生成AI（人工知能）等の先端技術の効果的

な活用の検討を進めます。 

■実施項目

①１人１台端末の活用 国 

・個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実のため、1人１台端末を用いた

学校だけではなく、自分自身でも学ぶことができる環境を

整備し、教育の質の向上を図ります。

・令和 7年度から端末を県の共同調達により更新します。

②校務ＤＸ(※)の推進 国 

・教育データの分析・利活用や校務のデジタル化を推進し、教職員が場所を選ばず

校務を処理できる環境を整備し、教職員の負担軽減や働きやすさの向上を図ります。 
③児童生徒の情報活用能力の育成 国 

・ＧＩＧＡスクール構想(※)によって整備された１人１台端末の利活用の日常化を

促進し、児童生徒の情報活用能力の育成を図ります。

④ＩＣＴ環境の充実 国 

・誰一人取り残されない教育の一層の推進や情報活用能力の育成など学びの変革、

校務改善につなげるため、デジタル教材の充実など周辺環境整備に努めます。

■指標

指   標 現状値(R6) 目標値(R11) 

前学年までに受けた授業で、PC・タブレット

などのICT機器を週3回以上使用した児童生

徒の割合 

小学校 46.8％ 

中学校 29.1％ 

小学校  80％ 

（県目標 80％） 

中学校  90％ 

（県目標 90％） 

授業中に、児童生徒の ICT 活用を指導できる

教員の割合 
89.9％(R5) 

 100％ 

（県目標100％） 

情報モラルを指導できる教員の割合 95.1％(R5) 
 100％ 

（県目標100％） 

校務ＤＸとは 

・校務の効率化に ICTを活用する取組。ＤＸは Digital Transformation（デジタルトラ

ンスフォーメーション）の略語。Ｘは Transの英語表記。 

ＧＩＧＡスクール構想とは 

・2019年に開始された、全国の児童生徒 1人に 1台端末と高速ネットワークを整備する

文部科学省の取組。ＧＩＧＡ（Global and Innovation Gateway for All）は、全て

の児童生徒のための世界につながる革新的な扉を意味する。 
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【基本目標3】 「健やかな体」の育成 

施策11 体力づくりと食育の推進 

施策の方針 

 生涯にわたって運動やスポーツに親しむ資質・能力を育成すると

共に、生活習慣の確立や学校保健の推進等により、心身の健康の増進

と体力の向上を図ります。 

■実施項目

①学校保健、学校体育の充実・高度化 国 

・複雑化・多様化する子どもの現代的な健康課題に対応するため、心の相談及び保健

教育の充実を図ります。

・体力や技能の程度、障がいの有無等にかかわらず共に学ぶ体育活動を通じて、心身

共に健康で幸福な生活を営むことができる資質・能力の育成を図ります。

②新体力テストの結果を活用した取組の推進 県 

・新体力テストの結果を調査分析することで、児童生徒の体力における課題等を明ら

かにすると共に、体力向上に関わる取組を更に推進します。

③学校給食の充実 国 

・「学校給食センター運営委員会」を開催し、安全安心な学校給食の維持と学校給食

センターの徹底した安全管理に努めます。

・地場産物の活用や米飯給食の定着と安全で安心な食材の利用

を図り、栄養内容に留意した献立とします。

・食物アレルギーへの対応については、保護者と学校、学校

給食センターが緊密に連携し、適切な対応に努めます。

④生活習慣の確立、食育の推進 国 

・情報機器に接する機会の増大による子どもの生活時間の変化等を踏まえつつ、

「早寝早起き朝ごはん」国民運動を継続的に推進します。

・「輪之内町食育推進計画」に基づき、食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身

に付けることができるよう、「生きた教材」である学校給食を活用した食育を推進

します。

■指標

指   標 現状値(R6) 目標値(R11) 

卒業後も自主的に運動したい児童生徒の割合 
小学校 95.0％ 

中学校 81.8％ 

小学校 100％ 

中学校  85％ 

《生活習慣の確立》 

毎日、同じくらいの時刻に寝ている、毎日、同じ 

同じくらいの時刻に起きている児童生徒の割合 

小学校 59.0％ 

中学校 44.2％ 

小学校 70％ 

中学校 70％ 

《食育の推進》 

朝食を毎日食べている児童生徒の割合 

小学校 93.6％ 

中学校 80.2％ 

小学校 95％ 

中学校 90％ 

(県目標100％) 
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【基本目標5】 生涯学習の推進 

施策15 生涯学習環境の整備 

施策の方針 

 超高齢社会を迎えるにあたって、町民が身近な場所で学ぶことがで

きる環境を整える必要があります。社会教育施設の建物や設備の老朽

化が進行しているため、計画的に改修や設備交換を行うなど、生涯学

習環境の整備に努めます。 

■実施項目

①社会教育施設の機能強化 国 

・生涯学習の拠点となる町文化会館や町立図書館(学習室・視聴覚室)などが有効活用

できるよう、施設整備・環境整備に努めます。

・地域のコミュニティセンター等における住民相互の学び合いや子どもの居場所とし

ての活用を促進し、地域の教育力向上を図ります。

②「輪之内町」岐阜県公共施設予約サービス(※)の運用 

・インターネットを介して輪之内町の公共施設（社会教育・社会体育施設）の予約を

行うことができる「輪之内町」岐阜県公共施設予約サービスを導入し、令和７年度

から運用を開始します。

【社会教育施設の整備状況】 

施設名 整備年月 施 設 概 要 

輪之内町文化会館 

平成 4年 9月 

[建築面積] 

2,569.17㎡ 

・アーリオンホール（固定席 652席）

・リトルホール

・町民ギャラリー、ホワイエ等

輪之内町立図書館 平成 5年 3月 

[建築面積] 

1,225.54㎡ 

・アテナホール（一般開架コーナー、

児童図書コーナー、ＡＶルーム等）

・学習室、視聴覚室、会議室等

輪之内町歴史民俗資料館 
・歴史民俗資料室、収蔵庫

・郷土資料コーナー

■指標

指   標 現状値(R6) 目標値(R11) 

輪之内町歴史民俗資料館の改修 － 
実施設計(R8) 

改修工事(R9～R10) 

輪之内町文化会館アーリオンホール 

音響設備の改修 
－ 改修工事(R11) 

社会教育施設の整備・改修 整備計画の検討 
計画的な施設整備 

(R8～R11) 

「輪之内町」岐阜県公共施設予約サービスとは 

・インターネットを介して公共施設の空き状況照会や利用予約をすることができる県有

施設の予約システム。令和 7年度は県内 8市町が参加している。 
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【基本目標5】 生涯学習の推進 

施策17 図書館運営の充実 

施策の方針 
 生涯学習の拠点となる町立図書館の機能を充実させ、町民の読書活

動の推進と学校図書館との連携強化に努めます。 

■実施項目

①利用しやすい図書館づくり

・多様化する利用者の要望に合わせた図書の選定や分かりやすく見やすい書架づくり

を行うなど、誰もが利用しやすい図書館を目指します。

・県内外の公共図書館と連携し、相互貸借による図書の貸出しを行うことで、図書館

の更なる利用を図ります。

・町民の自主的・自発的な学びを支援するため、図書館内の学習スペースの拡充など

学びの場を提供します。

②人が集まる図書館づくり 

  ・本を借りる場所に加えてレクリエーションセンターとして楽しめる場所となるよう、

雑誌や新聞などをくつろぎながら気楽に読めるブラウジングコーナーや児童図書 

コーナーを充実するなど、人が集まる図書館を目指します。 

・図書館を「クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)」に指定し、熱中症特別警戒

アラートの発表時や、暑い日に強い日差しを浴びて不安を感じた場合など、体調が

悪くなる前に利用していただけるよう開放します。

・庁内の各所属や関係機関等と連携し、各種事業を啓発・紹介するテーマ展示や関連

図書のコーナーを設置します。

③ためになる図書館づくり 

・知の神アテナが見守る町立図書館を拠点として、小学校での出張読み聞かせや児童

センター向け図書案内などと、学校や児童福祉施設等と連携した読書に役立つ取組

を行い、ためになる図書館を目指します。

・図書館の資料を使い調べものをサポートするレファレンスサービスを充実させ、

地域情報の収集、保存、活用を図ります。

■指標

指   標 現状値(R5) 目標値(R11) 

図書貸出利用者数 5,893人  6,400人 

図書貸出冊数 34,630冊  37,000冊 
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【基本目標5】 生涯学習の推進 

施策18 青少年健全育成の推進 

施策の方針 
 学校と家庭・地域のつながりを強化し、地域ぐるみで青少年を見守

り、育てる環境づくりを進めます。 

 

■実施項目 

 ①青少年育成町民会議の充実 

  ・青少年育成の中心組織である「青少年育成町民会議」と関係機関等が連携し、地域

ぐるみで健全な青少年を育む環境づくりを推進します。 

 

 ②青少年育成地域づくり活動の推進 

・青少年育成推進員が地域学校協働活動の各小学校本部活動に参画するなど、家庭・

地域・学校等との連携を図り、各校区の活動を推進します。 

 

 ③「二十歳のつどい」の開催 

  ・青少年の主体性や社会性を育むために、二十歳の参加者が自ら企画する「二十歳の

つどい」を開催します。 

 

 ④生涯学習講座の充実 

  ・時代の変化や町民の要望に合わせた講座を開催するとともに、青少年から大人まで 

参加しやすい時期・ 時間の検証、効果的な広報に対する検討を行ないます。 

     

【令和７年度生涯学習・スポーツ講座】 

・わのうちこども未来塾 ・ほほえみ健康体操教室 ・ヨガ教室 

   ・わのうち英語塾(新規) ・体幹トレーニング教室 ・やさしい洋ラン教室(新規) 

   ・わのうち戦国塾(新規) ・太極拳教室      ・やさしい英会話教室(新規) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふれあいラジオ体操        二十歳のつどい         わのうちこども未来塾 

「自分の大切さを知ろう」 

 

■指標 

指   標 現状値(R6) 目標値(R11) 

非行防止夜間パトロールの実施 年12回 
継続 

(強化月間に重点を置く) 

 

― 26 ― ― 27 ―



― 28 ―



― 28 ― ― 29 ―



30 
 

 

【基本目標7】 郷土の文化の伝承、保護 

施策21 文化芸術活動の推進 

施策の方針 
 文化芸術活動の拠点となる文化会館を利用とした文化事業を展開

する共に、郷土の伝統文化の伝承や文化団体の育成に努めます。 

 

■実施項目 

 ①文化芸術に触れ、豊かな心を育む機会の創出 県 

  ・小中学校の段階において、ふるさとの文化施設における優れた文化芸術に触れる  

機会を創出し、豊かな心を育む取組を推進します。 

・町文化会館を利用したコンサート等の自主事業を展開するとともに、文化団体が成

果発表や展示等を行う場を提供することにより、住民参加を促進します。 

 

 ②文化芸術に親しみ創作活動に参加できる環境づくりの推進 県 

  ・子どもの頃から学校や地域において文化芸術に触れ、親しみ、創作活動に参加でき

る環境づくりを推進します。 

 

 ③伝統文化の継承 

  ・地域の伝統文化継承団体や文化団体の活動を支援し、伝統的な祭りや芸能に対する

住民の関心を高め、次代への継承に取り組みます。 

 

 ④人形劇まつりの開催 

  ・｢清流の国ぎふ｣文化祭 2024で開催した『人形劇ア･ラ･カルト inわのうち』を契機

に、地域の子どもから大人までが楽しめる人形劇文化を広める機会を提供します。 

 

⑤福束城主 丸毛兼利の顕彰 

  ・｢清流の国ぎふ｣文化祭 2024で開催した『全国武将隊フェスティバル inわのうち』

を契機に、関ケ原合戦前哨戦を戦った町ゆかりの戦国武将をＰＲします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  文化祭作品展示        小学生の人形劇団たんぽぽ       中学生による甲冑劇 

『七度きつねのコン』          『福束の戦い』 

■指標 

指   標 現状値(R6) 目標値(R11) 

自主事業来場者数 
612人／一般席612席 

（生涯学習コンサート） 
600人以上／一般席612席 
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【基本目標8】 多文化共生の推進 

施策24 人権・同和教育の推進 

施策の方針 

 グローバル化や社会構造の変化により価値観の多様性を正しく理

解し、同和問題への理解の促進や人権課題の解決に向けた研修の充実

を図ります。 

 

■実施項目 

 ①人権教育の推進 国 

  ・学校における人権教育の在り方等について、最近の動向等を踏まえた参考資料の  

作成・周知等により、教育委員会・学校における人権・同和教育の取組の改善・   

充実を推進します。 

 

 ②様々な人権課題に関する教職員の知識・理解の深化 県 

  ・教職員の人権感覚を高め、指導力の向上を図る研修を充実します。 

 

 ③人権・同和教育における行動を養う「ひびきあい活動」の充実 県 

  ・岐阜県が平成 18年に創設した「ひびきあいの日」の取組として、人権週間に合わせ

て小中学校において「ひびきあい活動」を実践し、全教育活動を通して、人権・同

和教育における行動力を育成します。 

 

 ④家庭や地域と連携した人権・同和教育の推進 県 

  ・家庭教育において、人権尊重の意識を育むことが大切であることから、保護者等の

人権意識の高揚を図るため、啓発資料を配付し、学習機会の充実に努めます。 

 

 ⑤人権・同和施策の推進 

  ・｢輪之内町人権施策推進指針（令和元年度～10年度）｣ 

に基づき、町民一人一人がお互いを大切にし、違い 

を認め合い、人権や多様性を尊重する意識の醸成を図 

ります。 

  ・平成 28年施行の「部落差別の解消の推進に関する法律」 

   の背景にはインターネット上での部落差別につながる 

   事案があることを踏まえ、部落差別は許されない、解消 

することが重要な課題であることを、社会科での学習や 

「心豊かなまちづくり研修会」等を通じて学びます。 

                   

       

人権・男女共同参画合同研修会 

■指標 

指   標 現状値(R6) 目標値(R11) 

人が困っているときは、進んで助けていると 

答えた児童生徒の割合 

小学校 68％ 

中学校 34％ 

小学校 75％ 

中学校 45％ 

同和問題（部落差別による人権問題）に関心 

を持っている住民の割合 
4.5％（R5調査） 6.0％ 
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